
【別紙】 学校における結核患者発生時の対応（排菌している場合） 
※【流れ図】とあわせて活用してください 

 
 

 

 
 

◇ 患者のプライバシー保護に努めること ◇ 

１．教育庁保健体育課 ［教職員の場合は、福利課 ］へ電話による一報  ※ 以降、適宜報告 

２．学校所在地の保健所への連絡 … 直ちに患者発生の連絡をいれ指示を仰ぐ 

３．学校医への連絡  [教職員の場合は産業医へも連絡 ] 

４．校内結核対策委員会の設置及び活動 … 以下の① 及び ②を実施 

① 校内結核対策委員会での確認・検討事項 

（ア） 患者発生から終息宣言まで、保健所の指示に従う … 保健所との連携 

（イ） 職員間の共通理解 … 患者のプライバシーの保護を徹底した上で、必要な情報を共有 

（ウ） 関係機関や外部（保護者等）からの 問合せ窓口の一本化 

○保健所及び教育庁と、情報開示内容等についての打合せを実施 

（エ） 全児童生徒及び職員の定期健康診断結果の確認 … 未受検者への指導 

（オ） 健康観察・健康相談体制の確立 … 咳、発熱、食欲不振、倦怠感等、有症状者の有無を確認 

（カ） 全児童生徒及び職員等の患者との接触時間・期間・頻度の調査 

○児童生徒 の場合 ： 友人・同クラス・部活動・選択授業クラス・関係職員 等 

○教 職 員 の場合 ： 他の教職員・「担任、教科、部活顧問等」として関わった児童生徒 

・その他個別支援をしていた保護者  等 

《確認資料》時間割表・校舎見取り図・行事予定表・配席図・空調の位置 等 

 [教職員の場合は，教員別時間割や校務分掌表などでも確認 ] 

（キ） 接触者健診実施に備えた準備 … 必要な資料の準備 等 

○患者との接触度別名簿の作成 … ①（カ）の項目を参照して作成 

○患者との接触を確認するための資料の準備 … ①（カ）《確認資料》を参照 

○児童生徒の小・中学校健康診断票の整理 … ツベルクリン反応検査歴やBCG接種歴 等の確認 

＊ 対象児童生徒及び保護者への予防啓発文書等の作成（保健所・学校と連携して作成） 

＊ 対象児童生徒の保護者に対する説明会の開催準備（保健所・学校と連携して実施） 
 

②  患者に関する 情報収集事項 

（ア） 定期健康診断結果 [教職員の場合は、検診機関名※ ] の確認 

※ 健康診断を実施した検診機関に情報を求める場合あり 

（イ） 発病までの 健康状態：咳・痰・やせ・倦怠感等の症状がいつごろからでているかを調査 

（ウ） 出席 [出勤] 状況 

（エ） 結核に関わる 過去の情報： 小・中学校健康診断票等から 

○ＢＣＧ接種歴・結核の既往・結核患者との接触歴・結核高まん延国への渡航歴 等 

（オ） 学校生活における活動状況： 

○児童生徒の場合 ：授業・選択授業・学級及び学校行事・部活動・委員会・クラス内外の友人関係 

         ・共有施設（ 図書室や食堂など ）の利用状況  等 

○教職員の場合 ：授業・学校行事・部活動・校務分掌・生徒指導及び保護者への個別指導状況 

・共有施設（ 図書室や食堂など ）の利用状況  等 
 

[ 用語について ]・「児童生徒」には、幼児も含む  

[ 用語について ]・「患者」とは、結核にり患し排菌している 患者（幼児・児童・生徒・教職員）の事とする 

◆ 学 校：保健所に対しできる限りの協力を行う。感染拡大防止及び感染源探求に関する協力を行う。

◆ 保健所：感染症法に基づき、学校の協力を得て必要な疫学調査及び接触者健診を実施する。 

◆ 教育庁：学校への支援等を行う。保健所との連携を行う。 
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